
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 令和 7 年 12 月 1 日号 

発 行：厚木南公民館・地区市民センター 
住 所：厚木市旭町２－４－１８ 
T E L   ：０４６－２２８－０５８２ 
F A X ：０４６－２２０－１７５１ 
e-mail   ：0252@city.atsugi.kanagawa.jp 

  
厚木市ホームページでカラー版をご覧いただけます！ 検索 厚木南公民館だより 

【日 時】１２月１７日（水） １０：１５～１１：３０ 
【場 所】厚木南公民館 ２階 集会室  

【内 容】読み聞かせ、手遊び、季節行事など 

【申込み】事前申込制。参加希望の方は、 

前日までに公民館までご連絡ください。（親子の氏名、連絡先） 

当日は、事前に検温の上、参加をお願いします。 

【問合せ】厚木南公民館 電話 ２２８－０５８２ 

今年も残り１か月！！となりました。 
町では、イルミネーションに彩られた光景が目に付くよ

うになり、楽しいクリスマスが近づいていることを感じさ
せます。 
そこで、公民館でも１階ロビーをクリスマス仕様に模様

替えをしました。 
スノードームやトナカイなど、様々なイルミネーション

の飾り付けをし、館内はとても華やかになりましした。 
来館された際は、ぜひ、ご覧ください！ 

 

１２月１１日（木）から２０日（土）までの１０日間は、年末の交通事故防止運動実施期間です。 

年末は交通量や飲酒の機会が増加し、交通事故が多発する期間ですので、一人一人が交通ルールの遵守と交通マナーの 

向上に取り組み、交通事故防止に努めることが大切です！ 

厚木南地区では、飲酒運転の追放及び歩行者と自転車の交通事故防止を目的に 

１２月１５日（月）及び１６日（火）に夜間街頭監視活動を実施します。 

～ 

地域全体で交通事故防止活動をすることは、交通事故を未然に防ぐことにつながります。 

交通ルールとマナーを守って、楽しいクリスマスやお正月を迎えてください！！ 

サンタクロースが

来るかも！！ 

お楽しみに〜 

皆さまが週２回排出しているもえるごみには、まだまだリサイクル可能な紙類が混入してしまっています。その紙類

を少しでも減らすため、令和７年６月から公民館に紙資源回収ボックスを設置しています。年末の大掃除で出た紙類も

回収ボックスをご利用ください。 

【回収品目】ダンボール、シュレッダー屑、新聞紙・雑誌・雑がみ類、紙パック 

【運用時間】８：３０～１７：００（休館日：令和７年１２月２９日（月）～令和８年１月３日(土)を除く） 

【持ち込みできない品目】カーボン紙、臭いの付いた紙、汚れた紙、防水加工された紙、感熱紙  

【正しい出し方】 回収品目ごとに紐で縛るか、紙袋に入れて出してください。 

※詳しくは、「資源とごみの正しい出し方」ガイドブックをご覧ください。 

【問 合 せ】環境事業課 電話 ２２５－２７９３              



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【日  時】令和８年１月３１日（土） 
【場  所】群馬県鹿沢スノーエリアスキー場 
【参加資格】市内在住在勤在学の小学生以上の方 
【競技内容】大回転（２本）・各クラス３位まで表彰 
【参 加 費】中学生以下 ２,５００円・大人３,５００円 
【申 込 み】厚木市スキー協会ホームページ（https://ski-atsugi.com/）に掲載する方法で申込み。 
【締  切】令和８年１月１１日（日） 
【問 合 せ】厚木市スキー協会 小竹 電話 ０８０－５５３９－６３３８ メール compe@ski-atsugi.com 

スキー協会の 
ホームページは 
こちらから→ 

【職務内容】職員室や職員トイレ等の清掃・校地内の除草、花壇の手入れ・教職員用給食の配膳、来客時の 
湯茶入れ など 

【対  象】１８歳以上で心身ともに健康で熱意のある方 
【勤 務 先】市内小・中学校 
【勤務時間】月１０日程度 ７時３０分～１６時（うち休憩時間４５分） 
【給  与】日額１０,７２５円（地域手当込み。月末締め翌月２１日支給。） 

※条件により通勤・期末勤勉手当あり。 
【任  期】任用開始日から３月３１日まで ※最長１年。継続雇用あり。 
【申  込】面接を行いますので、事前に電話連絡してください。 
【問 合 せ】教育総務課（第二庁舎５階） 電話 ２２５－２６００ 
※令和８年度の募集については広報あつぎ（１月１５日号）に掲載しますので、興味のある方は御確認ください。 

「健康寿命の延伸」には歯やお口の健康は不可欠です。年に１回は歯科健診・口腔がん検診を受診しましょう。 
【対  象】①歯科健診：市内在住の２０歳、３０歳、４０歳以上の方 

②オーラルフレイル健診：市内在住の６５歳、７０歳、７５歳以上の方（成人歯科健診と同時実施） 
③口腔がん：市内在住の４０歳以上の方 

【期  間】令和８年２月１４日（土）まで 
【費  用】①１,０００円 ②１,５００円 ③１,６００円（成人歯科と同時実施の場合は１,２００円） 

※７０歳以上の方は無料。費用免除制度あり。 
【内  容】①現在歯や義歯の確認、歯周組織の診査、噛み合わせや歯列の診査 など 

     ②嚥下(えんげ)機能や咀嚼(そしゃく)力、滑舌(かつぜつ)の診査 など 
     ③口腔内粘膜の診査 など 

【受診方法】健康医療課から送付された受診券（再発行可）を持ち、直接実施医療機関へ。 
※事前予約が必要な場合があるため、実施医療機関へ御連絡ください。 

【問 合 せ】健康医療課 電話 ２２５－２２０１ 

１２月１日付で民生委員･児童委員の一斉改選があり、市内では２６５人の方が厚生労働大臣から委嘱を受けまし
た。任期は３年です。民生委員･児童委員は、高齢者や障がい者、児童の問題など、福祉に関する住民からの相談を
受けたり、援助、情報提供などを行ったりしています。 
 福祉に関してお困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。民生委員・児童委員には守秘義務があり、個人
の情報は堅く守られます。 

また、お住まいの区域の担当民生委員については、地域包括ケア推進課へお問い合わせください。 
【問合せ】地域包括ケア推進課 電話 ２２５－２２００ 

【日 時】①令和７年１２月２１日（日）９：００～１３：００ 
②令和８年 １月１２日（月・祝）１３：００～１７：００ 

【会 場】荻野運動公園 
【種 目】一般・高校男子 １万メートル、一般女子・中学生男女３千メートル 
【対 象】県陸上競技協会に登録しているまたは、県内の中学校・高校を卒業した市内在住の方 
【費 用】無料 
【申込み】不要 
【問合せ】スポーツ魅力創造課 電話 ２２５－２３５１ 


